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就業構造基本調査に係る匿名デ ー タの作成について

本委員会は、 総務省が作成を予定している平成19年就業構造基本調査（以下「本

調査」という。 ）に係る匿名デー タの作成方法の計画について審議した結果、 下記の

結論を得たので答申する。

記

1 計画の適否

本計画については、 これにより作成される匿名デー タにおいて、 本調査の回答

者の匿名性及び学術研究等における有用性がおおむね確保されるものと認められ

ることから、 適当である。

ただし、 以下の「2 理由等」で指摘した事項については、 修正が必要である。

2 理由等

(1)世帯員の年齢の匿名化措置

本計画では、 平成14年就業構造基本調査の匿名デー タ作成方法同様、 年齢につ

いて5歳階級でまとめた上で、 一定の値を上限値とし、 それを上回る場合に上限

値以上でまとめる措置（以下「トップコ ーディング」という。 ）をとり、 上限値

を85歳とすることとしている。

これについて、 年齢の上限値を引き上げるべきか検討した結果、 裔齢者層にお

ける有業者数は少ないことから匿名性を確保するためには85歳以上でトップコ ー

ディングすることは適当であると考える。

(2)本調査において変更された項目の匿名化措置

本計画では、 本調査における「職業訓練 ・ 自己啓発の有無」や「起業の有無」

などの新規調査項目について、 調査粟の回答内容を加工せずにそのまま提供する

こととしている。 これについては、 有用性が高まることから、 適当である。

ただし、 「元号、 年、 月」の情報で提供される「初職に就いた時期」が相当程

度経過している者については、 サンプルサイズが小さいことに加えて、 特に初職

013313
スタンプ








